
東大阪市民講座講師（まちのすぐれもの）登録制度実施要綱 

（目 的） 

第１条 この要綱は、東大阪市立社会教育センターが主催する市民講座（前期・後期）の

講師を広く市民より募集し、もって生涯学習社会の実現の一助とすることを目的

とする。              

（講師候補者の登録） 

第２条 社会教育センター館長（以下、館長という。）は、生涯教育に理解と情熱をもち、

かつすぐれた特技・教養等を有する者で、日常的に活動可能な者を市民講座講師

候補者（以下「講師候補者」という。）として登録することができる。 

（登録の対象及び範囲） 

第３条 講師候補者の登録の対象及び範囲は、次の各号に定める要件をみたす者とし、次

条に基づき館長が承認した者を講師候補者として登録し、講師候補者台帳に記載

する。 

（1）原則として本市に居住または通勤・通学する者。 

（2）年齢１８才以上の者。 

（登録の申請及び審査） 

第４条 第２条の登録を希望する者は、登録申請書（様式１）に必要事項を記載の上、館

長に申請するものとする。 

２   館長は、前項による申請を受けたときは、その内容を審査し、講師候補者として

登録を承認した時は登録承認通知書（様式２）で、登録を不承認とした時は登録

不承認通知書（様式３）により、申請者に通知する。 

（登録内容の変更） 

第５条 第３条の講師候補者は、提出した登録内容に変更が生じたときは、登録内容変更

届（様式４）により当該変更した事項について、速やかに館長に届け出なければ

ならない。 

（登録の有効期間及び更新） 

第６条 登録の有効期間は、原則として２年間とする。講師候補者は登録内容の変更の有

無に関わらず、２年ごとの館長が指定する時期に登録更新届（様式５）を館長に

提出し、登録を更新するものとする。 

２   前項の規定に関わらず、館長が必要と認めるときは、更新期間を短縮することが

できる。 

（登録辞退の届出） 

第７条 講師候補者は、登録を辞退するときは、館長に対し登録辞退届（様式６）を提出

するものとする。 

（講師候補者及び登録情報の抹消） 

第８条 館長は、講師候補者が、次の各号のいずれかに該当するときは、講師候補者の登

録及び登録情報を抹消することができる。 

（１） 第６条の規定による更新手続きを行わなかった場合。 

（２） 第７条の規定による登録辞退の届出があった場合。 

（３） 不正な登録又は不正な行為があった場合。 

（４） 登録情報に虚偽又は誤りがあった場合。 



（５） 本要綱に違反した場合。 

（６） その他、館長が必要と認めた場合。 

（講師の採用） 

第９条 館長は、講師候補者の中から社会教育センターが主催する市民講座の講師として

採用することができる。 

（講師の職務内容） 

第１０条 前条において採用された講師の職務は、当該講師の特技・教養等に基づいたも

ので、講演・実習指導等の学習形態をとるものとする。 

（講師に対する報酬） 

第１１条 講師としての活動は原則として無償とする。ただし、予算の範囲内で一定の謝

礼金を支払うことができる。 

（講師としての活動中の事故に対する補償） 

第１２条 講師がその職務活動中に起こった事故等については、社会教育センターが加入

する傷害保険を適用するものとする。 

（他の関係機関等との連携） 

第１３条 この制度の実施にあたっては、関係機関等と密接な連携を保つものとする。ま

た、「東大阪市生涯学習推進計画」の推進方策とも連携するものとする。 

（情報の公開） 

第１４条 この制度に係わる情報は公開を原則とし、市内に存する生涯学習関連施設に提

供することができる。ただし、個人のプライバシーに関することはこの限りで

はない。 

（実施上の留意事項） 

第１５条 この制度は社会教育法に基づいて実施されるものであり、営利、宗教、政治等

の関連が疑われることのないよう配慮されなければならない。 

（実施細目） 

第１６条 この要綱の実施について必要な事項は、館長が別に定めるものとする。 

附則 

 ごの要綱は、平成9年10月 1日から施行する。 

この要綱は、平成13年３月10日から施行する。 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。



様式１（第２条関係）



様式２（第４条関係）



様式３（第４条関係）



様式４（第５条関係）



様式５（第６条関係）



様式６（第７条関係）


